
 

 

 

 

「和幸園 芸術の森デイサービスセンター」 

重要事項説明書 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（事業所番号 ０１９０５０００３３） 

 

当事業所はご契約者に対して指定認知症対応型通所介護サービスを提供します。事業所の概要や 

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明します。 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 北海道ハピニス 
 

 

 

 

 

2025年 6月 16日 
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１ 事業運営主体概要 

 

法 人 の 名 称 社会福祉法人 北海道ハピニス 

法 人 の 所 在 地 札幌市南区石山９３３番地３ 

代 表 者 氏 名 理事長     石 川  由 男 

電 話 番 号 ０１１－５９１－５２１１ 

設 立 年 月 日 昭和４７年１２月２１日 

 

 

２ ご利用事業所 

 

事 業 所 の 種 類 指定認知症対応型通所介護 

事 業 者 指 定 番 号 札幌市 指定 第 0190500033 号 

事 業 所 の 名 称 和幸園 芸術の森デイサービスセンターのえるの森 

事 業 所 の 所 在 地 
〒005－0850 

札幌市南区石山東 7丁目 65番地 24（住居表示 1－55） 

管 理 者 奥田 賢治 

開 設 年 月 日 平成 19年 5月 1日 

利 用 定 員 12名 

通常事業の実施区域 札幌市南区 

電 話 番 号 ０１１－５９４－２０７７ 

F A X 番 号 ０１１－５９４－２０８８ 

 

 

３ 事業の目的と運営方針 

 

事 業 の 目 的 本事業は、要介護又は要支援で認知症の状態にある者

（認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるものを除く。）

に対し、ご利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の

維持並びにご利用者のご家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図るため、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、そのご利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援することを目的とする。また、併せて指定介護予

防認知症対応型通所介護事業は、ご利用者の心身機能の維

持回復を図り、もってご利用者の生活機能の維持又は向上を

目指すものとする。 
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事 業 の 運 営 方 針 ・本事業において提供するサービスは、介護保険法並びに関

係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものと

する。 

・ご利用者の人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めるとともに、個別の認知症対応型通所

介護計画又は介護予防認知症対応型通所介護計画を作成

することにより、ご利用者が必要とする適切なサービスを提

供する。 

・ご利用者及びそのご家族に対し、サービスの内容及び提供

方法についてわかりやすく説明する。 

・適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

・常に提供したサービスの実施状況の把握及び評価を行う。 

 

４ 事業所の営業日及び営業時間 

   ・営 業 日   月曜日～土曜日（但し、12月 31日～1月 3日は除く。）     

   ・営業時間   午前８時～午後６時  

 

５ サービス提供時間 

  午前 9時 30分～午後 4時 45分   

 

６ 事業所の概要 

（１）建物・敷地 

建 物 の 構 造 木造 平屋建 

建物の延床面積 １６８．９３ ㎡ 

敷 地 の 面 積 ４９１．４  ㎡ 

 

（２）主な設備 

設備の種類 室数・数 面   積 備    考 

食 堂 １室 ２８．８㎡  

機 能 訓 練 室 １室 １９．２㎡  

相 談 室 １室 ６．９㎡  

静 養 室 １室 ７．２㎡  

事 務 室 １室 １６．５㎡  

浴 室 １室    ―  

ト イ レ 3 ヶ所    ―  

地 域 交 流 室 １室 ２５．９㎡  
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７ 職員体制 

（１）職員の職種、員数 

 

（２）職員の職務内容 

職員の職種 職 務 内 容 

管 理 者 

事業所の従業員の管理及び業務の実施状況の把握、その他の管理

を一元的に行うとともに、従業者に事業の実施に関し法令等を遵守さ

せるための必要な指揮命令を行う。 

生 活 相 談 員 
ご利用者の相談、利用計画、日程プログラム等のサービス調整を行

う。 

介 護 職 員 ご利用者に対し必要な介護及び支援を行う。 

看 護 職 員 ご利用者の健康状態の把握、医療との連携支援を行う。 

機 能 訓 練 指 導 員 
ご利用者に対し日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する

ための訓練を行う。 

 

（３） 職員の勤務体制 

職  種 標 準 的 な 勤 務 体 制 

管 理 者 （常 勤）   ８：３０ ～ １７：３０ 

生 活 相 談 員 （常 勤）   8：３０ ～ １７：３０ 

介 護 職 員 

  ８：００ ～ １３：００  

 １３：００ ～ １８：００ 

        ９：３０ ～ １７：３０ 

 

機 能 訓 練 指 導 員 

看 護 職 員 

 ９：００ ～ １１：３０ 

 １1：３０ ～ １３：３０ 

 

 

 

 

職 員 の 職 種 

 

 

員 

 

数 

常 勤 非常勤 

 

保有資格 

 

専  

従 

兼務 

（兼務する

職種） 

 

専

従 

兼務 

（兼務する

職種） 

     

管 理 者 １  １（生活相談員）   介護福祉士 

生 活 相 談 員 3  3（管理者、 

介護職員） 

  介護福祉士 

介 護 職 員 １1  2（生活相談員） 9  介護福祉士他 

看 護 職 員 ３    ３（機能訓練 

指導員） 

正看護師 

機 能 訓 練 指 導 員 ３    ３（看護職員） 正看護師 
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８ サービス及び利用料等 

（１）保険給付サービス 

保険給付サービスについては包括的に提供され、基本料金表のとおり要介護度等に 

応じて定められた金額が負担になります。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、ご契約者の負担額を変更します。 

種   類 内                    容 

身 体 介 助 

(日常生活上の援助等) 

ご利用者の身体状況に応じた食事、入浴、排泄等の日常生活上の

援助を行う。 

生 活 相 談 

( 相 談 援 助 等 ） 

ご利用者又は家族からの相談に誠意を持って応じ、可能な限り必要

な援助を行う。 

機 能 訓 練 

（ 日 常 動 作 訓 練 ） 

ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う。 

健 康 状 態 の 確 認 
看護師によるご利用者の健康状態の把握を行うとともに必要に応じ

て医療との連携支援を行う。 

食 事 の 提 供 
ご利用者の身体状況、嗜好、栄養バランスに配慮した食事を提供す

る。（食費は給付対象外） 

入浴の機会の提供 ご利用者の希望に応じて入浴の機会を提供する。 

送 迎 
ご利用者の自宅と事業所との間の送迎を行う。送迎を行わなかった

場合、片道 48円減算。 

 

（２）保険給付外のサービス及び利用料用（料金は全額自己負担となります。） 

種  類 内                   容 

食  費 
昼食        ６００円  

おやつ       １００円 

 ※その他、レクリェーション等で実費をいただく場合があります。 

 

  （３）基本料金表（単独型、所要時間 7時間以上 8時間未満の場合） 

 要介護等 単位数 1 割 2 割 3 割 

介 護 予 防 認 知 症 

対応型通所介護費 
要支援 １ 861 876円 1,752円 2,628円 

要支援 ２ 961 978円 1.956円 2,934円 

認 知 症 対 応 型 

通 所 介 護 費 

要介護 １ 994 1,011円 2,022円 3,033円 

要介護 ２ 1,102 1,121円 2,242円 3,363円 

要介護 ３ 1,210 1,231円 2,462円 3,693円 

要介護 ４ 1,319 1,342円 2,684円 4,026円 

要介護 ５ 1,427 1,452円 2,904円 4,356円 
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（４）加算料金 

加 算 の 種 類 内  容 単位数 1 割 2 割 3 割 

 

入浴介助加算Ⅰ 

入浴介助（観察を含む）を行った場

合に加算する。 

 

40 

 

 

41円 

 

82円 

 

123円 

 

個別機能訓練加算 

機能訓練指導員が、個別機能訓練

計画に基づいて計画的に機能訓練

を行った場合に算定する。 

 

27 

 

28円 

 

56円 

 

84円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 

定められた要件を満たす職員が一

定割合以上配置されている場合に

加算する。 

 

22 

 

 

23円 

 

46円 

 

69円 

若年性認知症利用者 

受入加算 

65歳未満の認知症利用者に対し

て、介護を行った場合に加算する。 
60 61円 122円 183円 

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 
介護職員に係る加算を除いたサービス利用総単位数に 18.1％を加算します 

 

 

９ サービス利用に当たっての留意事項 

  当事業所を利用するにあたり以下のことに留意ください。 

① ご利用者は事業所の施設・設備について本来の用途にしたがって利用して下さい。 

② ご利用者は事業所の施設・設備について故意又は重大な過失により滅失、破損した場合は、自己

の責任により現状に復するか又は相当の代価を支払うものとします。 

③ ご利用者及びそのご家族は健康状態に異常がある場合にはその状況を事前に申し出てください。 

④ ご利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、ご利用者及びそのご家族等と事

業所との協議により施設・設備の利用方法を決めます。 

⑤ 利用者の言動（ハラスメント行為）等により、事業者又はサービス従事者、他の利用者の生命・身体 

   財産・信用を傷つけるおそれがあり、かつ通常の介護方法ではこれを防止することができない場 

   合、事業者は文書で通知することにより、契約を解除するものとします。 

⑥ 利用者家族等の言動（ハラスメント行為）等により、事業者又はサービス従事者、他の利用者の生 

   命・身体・財産・信用を傷つけるおそれがある場合、事業者は文書で通知することにより、契約を 

   解除するものとします。 
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１０ 非常災害対策 

防 火 管 理 者 管理者  奥田 賢治 

非 常 災 害 時 の 対 策 

別に定めた消防計画に基づき、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制の整備などの非常災害への対策を講

ずる。 

避 難 訓 練 年２回実施 

 

１１ 緊急時対応手順 

    管理者及び職員は、サービス実施中にご利用者の心身の状況に異常その他緊急事態 

が生じた時には、速やかに主治医又は協力医療機関に連絡し適切な措置を講じます。 

また、ご家族及び担当の居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所へ遅滞なく連絡、説明を行いま

す。 

 

１２ 苦情処理の体制及び手順 

当施設における苦情については、苦情受付担当者、苦情解決責任者及び第三者委員を置き、ご利

用者並びにご家族からの苦情に適切に対応いたします。 

 

○苦情受付担当者 

氏        名 職        務       等 連 絡 先 

奥 田 賢 治 管 理 者 
TEL ０１１－５９４－２０７７ 

Faｘ ０１１－５９４－２０８８ 

 

○苦情解決責任者 

  氏名 職務等 連絡先 

平 松  朋 紀 常務理事・法人事務局長 TEL ０１１－５９1－５２１０ 

星 野 八重子 和幸園施設長 〃 

五十嵐 敦子 グリンハイム施設長 〃 

 

○第三者委員 

氏       名 職        務       等 連 絡 先 

吉 山  直 子 石山まちづくりセンター所長 TEL ０１１－５９1－８７３４ 

（石山まちづくりセンター） 

伊 藤 新一郎 北星学園大学社会福祉学部准教授 TEL ０１１－８９１－２７３１ 

 内線１６０７（大学代表電話） 

 

＜苦情処理の手順＞ 

（1） ご利用者又はご家族等から詳しい事情を聞くとともに、関係職員からも事情を聞く。 

（2） 問題点を把握し、管理者、計画作成担当者及び介護従業者等で解決策を検討･調整 

する。（必要に応じて検討会議を行う） 

（3） 検討後速やかに、問題の解決策について、ご利用者及びご家族等に説明し了承を得るとともに、
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具体的な対応を行う。 

（４） 苦情の内容等に関する記録を行う。 

（５） 問題の解決も、その改善状況について随時点検を行い、再発防止に努める。 

 

＜外部苦情申立て機関＞ 

○北海道福祉サービス運営適正化委員会 

  札幌市中央区北 2条西 7丁目 かでる２・７ ３階 

  ℡ ０１１－２０４－６３１０ 

 

○北海道国民健康保険団体連合会・苦情係     

  札幌市中央区南 2条西 14丁目 国保会館 

℡ ０１１－２３１－５１６１ 

 

○その他、札幌市保健福祉局保健福祉部介護保険課や各区役所の保健福祉部 

保健福祉課にもご相談できます。 

 

１３ 第三者評価の実施状況 

    

第三者評価の実施有無 無 

 

１４ 事故発生時の対応 

 

事 故 発 生 時 の 処 置 

サービスの提供により事故が発生した場合には、ご利用者の

ご家族及び当該ご利用者に係る居宅介護支援事業所等に連

絡を行うことともに、必要な措置を講ずる。また、必要に応じて

市町村に報告する。 

損 害 賠 償 
賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行

う。 

事 故 後 の 措 置 

事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すると

ともに、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講ず

る。 

 

１５ その他の重要事項 

  

秘 密 保 持 

サービス担当者会議等において、ご利用者及びそのご家族の

個人情報を用いる場合はあらかじめ文書により利用者及びそ

の家族の同意を得る。 

 

１６ 利用料金等のお支払い方法 

利用料金・諸費用は１か月ごとに計算しご請求いたしますので、以下のいずれかの方法でお支払い 

ください。 
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支払区分 支払期限 支   払   方   法 

銀行口座振替 翌月２７日 
金融機関口座から自動引き落とし 

当日が土曜、日曜、祝日などの場合は翌営業日とします。 

銀 行 振 込 翌月２７日 

下記指定銀行口座への振り込み 

 北洋銀行  真駒内中央支店   普通預金 ３３５８９７１ 

社会福祉法人北海道ハピニス 理事長  石川 由男 
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20    年    月    日 

 

 

指定介護福祉サービスの提供開始に際し本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

和幸園 芸術の森デイサービスセンター 

説 明 者 

 

氏    名                               印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定認知症対応型通所介護サービスの提

供開始に同意しました。 

 

 

ご利用者   住  所 

 

           氏  名                   印 

 

           電話番号  （    ）    － 

 

 

    家族代表   住  所 

 

           氏  名                   印 

 

           電話番号  （    ）    － 

 


